
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月１５日、近畿訴訟第１１回の弁論期日が開かれ

ました。 

弁論期日では、まず、中谷彩弁護士が平成２９年２月

４日、５日に実施された上天草市姫戸町の現地調査の報

告を行いました。中谷弁護士は、調査の際に撮影した写

真をプロジェクターに映しながら現地の状況を説明した

上で、昭和３０年代は海上交通が中心だったこと、当時

の食事は不知火海で獲れた魚介類が中心であったこと、

職業は漁業や海運業が多かったこと、漁師は不知火海沿

岸の様々な場所で漁をしていたこと等を述べました。 

次に、福光真紀弁護士が現地調査での食事再現の報告

を行い、漁師の家もそうでない家も同じ様に魚ばかり食

べていたとの説明をしました。 

その後、原告らが抱えている四肢末梢優位の感覚障害

について他疾患によって生じた可能性が否定できないと

の被告らの主張に対し、中島宏治弁護士は、「メチル水銀

曝露と四肢抹消優位の感覚障害には高い原因確率がある

し、共通診断書作成の際に他疾患も考慮しているので、

脊椎症や糖尿病の可能性を一般的抽象的に考慮すべきで

ない。１１月２９日に言い渡された新潟水俣病行政認定

義務付け訴訟の東京高裁判決でも同様の判断をしてい

る。」と述べました。 

次回期日は、平成３０年３月１６日午後２時からです。 

 

 

 

 

 

 

 

［写真］期日後の報告集会の様子 

 

 

 

 

１１月２６日、２７日の２日にわたり、全国公害被害

者総行動実行委員会の主催による箱根合宿が行われまし

た。大気訴訟、原発訴訟、アスベスト訴訟、ミナマタ訴

訟等、全国で公害裁判を闘っている弁護団や原告団の方

が裁判状況を報告しあいました。アスベスト訴訟の原告

の方は、「声をあげることはいけないことだと思っていた。

けれど、アスベスト訴訟の原告の方が懸命に闘う姿をみ

て、私も立ち上がらなければならないと思った。」と語っ

てくださいました。 

ノーモア・ミナマタ第２次国賠訴訟の弁護団からは、

東京弁護団の中杉喜代司弁護士、尾崎俊之弁護士、熊本

弁護団の園田彩乃弁護士が参加し、勝利判決を勝ち取る

ための課題等の報告をしました。
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近畿訴訟第１１回弁論が開かれました！ 

【今後の予定】 

平成３０年 

１月１７日  東京訴訟第１６回弁論 

３月１６日  近畿訴訟第１２回弁論 

３月２３日  熊本訴訟第２４回弁論 

３月２８日  東京訴訟第１７回弁論 

公害被害者総行動箱根合宿 



 

 

１１月１８日、１９日に、熊本・東京・近畿の３弁護

団が天草市河浦町宮野河内地区、天草市新和町、上天草

市姫戸町を訪れ、現地調査を実施しました。 

１日目は、まず、弁護団は、現地の方々の案内で地区

内を自動車で移動し、現地視察を行いました。その後、

公民館に移動して、地域の漁業関係者や原告関係者から

聞き取りを行いました。２日目は、現地の方々に昭和３

０年代から４０年代の食事を再現していただきました。 

裁判では、曝露（原告がチッソ水俣工場から排出され

たメチル水銀に汚染された魚介類を多食していたこと）

が主要な争点となっています。そこで、今回、地域の漁

業関係者や原告関係者から聞き取った内容や食事再現を

報告書にまとめて、原告らが地域ぐるみでメチル水銀に

汚染された魚介類を多食していたことを示す証拠として

裁判所に提出することを予定しています。 

  

 

 

 

現地調査にご協力いただいた皆さん、誠にありがとう

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［写真］食事再現 

 

 

 

すべての水俣病被害者救済に向けて 

ノーモア・ミナマタ第２次訴訟弁護団は，すべての水俣病被害者救済を目指しています。 

みなさんの周りに，水俣病の被害者でありながら未だ救済を受けていないという方はいらっし

ゃいませんか。裁判に関心はあるが，なかなか裁判について話を聞く機会がないという方は，下

記連絡先までご連絡ください。また，県外に移住して，現在は，近畿，関東などに住んでいる親

類やご友人にもお声掛けをお願いします。すべての水俣病被害者救済に向けて頑張りましょう。 

（連絡先） ノーモア・ミナマタ第２次訴訟弁護団 

       〒860-0041熊本市中央区細工町４丁目３０－１ 

扇寿ビル５階 熊本共同法律事務所内（担当 永野） 

        電話 096-355-5376 ＦＡＸ 096-355-5378 

        ＨＰ http://www.no-more-minamata.jp/ 

。 

♪とある弁護団員のヒトリゴト♪ 

今年も寒い季節がやってきました！！弁護団でも風邪が流行ってきています。私は、風邪を引かないために、美味

しい物をいっぱい食べることを心がけているせいか、お腹周りが少し気になってきました。２０１８年は、風邪を引

かないように気をつけるとともに、諸先輩方に負けないようにダイエットにも挑戦したいと思います！！ 

（熊本弁護団・髙島周平） 


